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江
戸
時
代
の
正
寿
寺
（
１
）

　

新
史
料
「
社
寺
吟
味
帳
」
か
ら

史
料
館
長　

大　

国　

正　

美

は
じ
め
に

正
寿
寺
の
由
緒
に
つ
い
て
は
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
発
行
の
『
武
庫

郡
誌
』
に
詳
し
い
記
載
が
あ
る
。『
本
庄
村
誌
』
や
、
本
誌
の
四
九
号
、

五
〇
号
で
も
森
口
健
一
氏
が
正
寿
寺
の
創
立
過
程
を
論
じ
て
き
た
。

こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
中
世
に
高
橋
川
上
流
の
四
つ
松
川
沿
い
の
字

薬
王
寺
と
字
堂
の
後
に
、
薬
王
寺
と
い
う
真
言
宗
の
寺
と
集
落
が
あ
っ
た
。

文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
観
空
が
蓮
如
上
人
に
帰
依
し
て
浄
土
真
宗
に

改
宗
し
、
延
寿
寺
と
な
っ
た
。
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
に
現
在
地
に
移

り
寛
永
十
九
年
に
本
山
か
ら
寺
号
を
受
け
て
正
寿
寺
と
な
り
、
そ
の
時
の

住
職
は
永
井
三
右
衛
門
が
出
家
し
て
、
空
照
と
称
し
て
正
寿
寺
の
開
基
と

な
っ
た
。
正
寿
寺
の
「
歴
代
住
職
忌
日
」（
写
真
２
）
で
は
開
基
は
空
昭
と

あ
り
、
一
字
違
っ
て
い
る
が
同
一
人
物
だ
ろ
う
。
二
代
以
後
は
、
恵
空
―

龍
音
―
理
山
―
理
伝
―
延
寿
―
恵
音
―
理
円
―
円
乗
、
明
治
以
降
は
棘
恵

力
―
棘
円
准
―
棘
信
了
―
棘
信
勝
住
職
と
現
在
に
続
い
て
い
る
。
ま
た
薬

王
寺
の
本
尊
だ
っ
た
大
日
如
来
を
祀
っ
た
の
が
現
在
の
大
日
霊
女
神
社
だ

と
い
う
内
容
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
の
「
社
寺
吟
味
帳
」（
当
館
蔵
）
と

い
う
史
料
が
見
つ
か
り
、
こ
れ
ま
で
の
伝
承
と
異
な
る
正
寿
寺
の
記
述
が

あ
る
。
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
に
『
本
庄
村
史
』
の
編
纂
に
着
手
し

た
松
田
直
市
の
筆
写
し
た
史
料
で
あ
る
（
本
誌
四
四
号
参
照
）。
筆
写
と
は

い
え
正
寿
寺
の
来
歴
を
語
る
年
代
の
明
確
な
史
料
と
し
て
は
最
古
の
も
の

で
あ
り
、
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
元
禄
五
年
の
「
社
寺

吟
味
帳
」
を
取
り
上
げ
、
正
寿
寺
の
由
緒
を
再
検
討
し
た
い
。

元
禄
五
年
の
「
社
寺
吟
味
帳
」
の
内
容

松
田
直
市
の
採
集
し
た
「
社
寺
吟
味
帳
」
は
、
墨
書
で
表
紙
に
「
元
禄

五
年
申
年
十
二
月　

社
寺
吟
味
帳　

松
田
家
」
と
あ
る
。
当
時
の
大
庄
屋

打
出
村
組
に
所
属
し
た
十
七
カ
村
（
打
出
・
芦
屋
・
津
知
・
三
条
・
森
・

中
野
の
う
ち
・
小
路
・
北
畑
・
田
辺
・
田
中
・
岡
本
・
野
寄
・
横
屋
・
魚

崎
・
西
青
木
・
東
青
木
の
う
ち
・
深
江
）
の
寺
社
明
細
が
村
ご
と
に
記
載

さ
れ
、
十
七
カ
村
目
が
深
江
村
に
な
っ
て
い
る
。
尼
崎
藩
と
幕
府
の
入
り

組
み
支
配
を
受
け
た
中
野
村
、
大
和
小
泉
藩
と
入
り
組
み
だ
っ
た
東
青
木

村
も
記
載
が
あ
る
。
深
江
村
の
記
載
と
奥
書
、
伝
来
の
経
緯
は
以
下
の
通

り
と
な
っ
て
い
る
。

深
江
村一

向
宗
西
本
願
寺
末
寺
正
寿
寺

京
都
常
楽
寺
下　

当
看
坊　

空
照

此
寺
開
基
之
年
暦
相
知
不
申
候
得
共
、
本
尊
弥
陀
之
画
像
、
西
本
願

寺
九
代
目
実
如
上
人
裏
書
有
之
を
、
天
文
年
中
正
福
と
申
僧
安
置

仕
、
代
々
相
伝
仕
候
、
八
十
年
以
前
慶
長
年
中
之
住
持
了
順
、
二
代

目
了
喜
、
三
代
目
正
円
、
四
代
目
当
看
坊
空
照
ニ
而
御
坐
候
、
以
前

寺
号
無
御
坐
候
処
、
慶
長
年
中
本
寺
よ
り
木
仏
寺
号
申
請
候

一
堂
梁
行
五
間
半

桁
行
九
間

萱
葺
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一
庫
裏
梁
行
三
間
壱
尺
六
寸

桁
行
四
間
半

萱
葺

一
納
屋
梁
行
壱
間
半

桁
行
壱
間
半

萱
葺

一
鋪
地
拾
八
間

拾
三
間

年
貢
地

板
葺

一
敷
地
弐
拾
二
間
半

拾
八
間

板
葺

是
ハ
古
来
よ
り
御
坐
候
得
共
、
建
立
之
由
来
年
暦
相
知
不
申
候
、
前

々
よ
り
村
中
と
し
て
支
配
仕
来
候

当
年
火
灯　
　

庄
右
衛
門

深
江
村
庄
屋　

忠
兵
衛

　
　
　

年
寄　

重
右
衛
門

　
　
　

同
断　

弥
三
右
衛
門

右
菟
原
郡
之
内
在
々
廿
二
ヶ
村
支
配

大
庄
屋
味
泥
村　
　

九
良
右
衛
門

同
郡
之
内
在
々
拾
七
ヶ
村
支
配

大
庄
屋
打
出
村　
　

善
吉

右
は
今
度
寺
社
御
改
ニ
付
而
、
尼
ヶ
崎
御
領
村
々
寺
社
無
残
見
分
之

上
、
吟
味
仕
帳
面
之
通
、
相
違
無
御
坐
候
、
以
上

元
禄
五
申
年
十
二
月　
　
　
　
　

青
山
播
磨
守
家
来

星
野
七
郎
兵
衛

田
中
九
右
衛
門

秋
田
岡
右
衛
門

伊
藤
次
郎
左
衞
門

大
日
堂
表
三
尺
壱
寸
五
分

　
　
　

御
拝
有

写
真
１　

「
社
寺
吟
味
帳
」（
後
半
、
前
半
は
表
紙
参
照
）
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元
禄
五
年
の
「
社
寺
吟
味
帳
」
は
幕
府
に
よ
っ
て
広
く
調
査
さ
れ
た
も

の
で
、
尼
崎
藩
で
は
個
々
の
村
か
ら
星
野
七
郎
兵
衛
ら
御
改
奉
行
に
提
出

さ
れ
、
そ
の
控
え
が
三
条
村
・
芦
屋
村
・
西
宮
町
に
残
っ
て
い
る
。
尼
崎

藩
役
人
が
現
地
を
調
べ
た
上
で
大
庄
屋
組
ご
と
に
ま
と
め
た
の
が
こ
の
冊

子
で
あ
る
。

ま
た
打
出
村
に
「
三
十
二
年
以
前
寛
文
元
年
」
な
ど
、
一
四
カ
村
の
寺

社
由
緒
に
記
載
時
か
ら
遡
る
年
号
の
記
載
が
あ
る
。
原
本
の
誤
写
が
一
件
、

後
世
の
追
記
が
三
件
あ
る
ほ
か
は
、
す
べ
て
元
禄
五
年
か
ら
起
算
し
て
い

る
。「
社
寺
吟
味
帳
」
の
末
尾
に
松
田
直
市
は
以
下
の
記
載
を
し
て
い
る
。

右
社
寺
吟
味
帳
、
当
地
大
庄
屋
高
井
与
左
衛
門
及
郡
家
村
大
庄
屋
平

野
家
ニ
蔵
ス
、
多
少
異
同
ア
リ
、
平
野
家
蔵
ニ
ヨ
リ
テ
写
置
、
高
井

家
蔵
之
モ
ノ
ハ
保
久
良
神
社
祠
官
猿
丸
氏
之
ヲ
写
ス
、
二
者
対
照
ス

ヘ
キ
モ
ノ
也

以
上
の
こ
と
か
ら
、
元
禄
五
年
の
年
号
の
あ
る
「
社
寺
吟
味
帳
」
は
、

打
出
組
十
七
カ
村
の
改
帳
で
、
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
か
ら
寛
政
十
一

年
（
一
七
九
九
）
ま
で
大
庄
屋
だ
っ
た
高
井
家
（
野
寄
村
）
と
寛
政
十
一

年
か
ら
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
ま
で
大
庄
屋
だ
っ
た
平
野
家
（
郡
家
村
）

に
伝
来
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
平
野
家
伝
来
史
料
を
松
田
直
市
が
筆
写
し

た
も
の
が
、
当
館
蔵
の
元
禄
五
年
「
社
寺
吟
味
帳
」
な
の
で
あ
る
。
な
お

高
井
家
に
伝
来
し
た
元
禄
五
年
の
「
寺
社
吟
味
帳
」
が
本
住
吉
神
社
宮
司

の
横
田
家
文
書
に
も
残
さ
れ
て
い
る
（『
野
寄
村
誌
』）。
同
書
に
よ
る
と
大

坂
町
奉
行
所
が
尼
崎
藩
に
提
出
を
命
じ
た
と
い
う
。

食
い
違
う
正
寿
寺
の
由
緒
と
初
代
住
職

「
社
寺
吟
味
帳
」
に
よ
れ
ば
、
正
寿
寺
の
由
緒
は
不
明
だ
が
、
天
文
年
中

（
一
五
三
二
―
五
五
）
に
正
福
と
い
う
住
職
の
時
代
に
、
本
願
寺
の
実
如
の

裏
書
の
あ
る
阿
弥
陀
如
来
の
画
像
を
安
置
し
た
。
慶
長
年
中
（
一
五
九
六

―
一
六
一
五
）
の
住
職
は
了
順
で
、
二
代
目
が
了
喜
、
正
円
と
続
き
、
元

禄
五
年
の
住
職
は
四
代
空
照
で
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
木
仏
寺
号
を

受
け
た
の
は
慶
長
年
中
了
順
の
時
代
と
す
る
。

『
武
庫
郡
誌
』
と
比
べ
、
蓮
如
上
人
に
よ
る
文
明
年
中
の
真
言
宗
の
改
宗

の
記
載
が
な
い
。
ま
た
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
の
立
像
で
は
な
く
、
本
願
寺

九
代
実
如
上
人
の
裏
書
の
あ
る
阿
弥
陀
如
来
画
像
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
食

い
違
う
。
空
照
は
「
当
看
坊
」
と
あ
る
の
で
、
元
禄
五
年
の
「
社
寺
吟
味

帳
」
を
作
成
し
た
時
点
の
住
職
は
空
照
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
浄
土
真
宗
の
道
場
が
正
式
な
寺
と
認
め
ら
れ
る
に
は
、
本
山

か
ら
寺
号
を
免
許
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
寺
号
免
許
に
は
「
木
仏
寺
号
」

と
「
御
影
寺
号
」
が
あ
り
、
木
仏
寺
号
は
本
山
が
木
仏
（
阿
弥
陀
如
来
像
）

の
裏
書
に
寺
号
を
書
い
て
授
与
し
た
。
ま
た
御
影
寺
号
は
、
す
で
に
木
仏
が
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安
置
さ
れ
て
い
る
道
場
に
親
鸞
・
蓮
如
・
顕
如
・
准
如
（
西
派
）・
教
如
（
東

派
）・
太
子
・
七
高
祖
な
ど
の
絵
像
の
裏
書
に
寺
号
を
書
き
授
与
し
た
。

木
仏
を
与
え
ら
れ
時
の
住
職
が
初
代
と
す
る
の
は
「
社
寺
吟
味
帳
」『
武

庫
郡
誌
』
と
も
共
通
し
て
い
る
が
、
慶
長
年
間
と
、
寛
永
十
九
年
十
二
月

十
七
日
と
食
い
違
い
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。

元
禄
五
年
か
ら
八
〇
年
前
は
慶
長
十
七
年
・
十
八
年
に
当
た
る
。
西
本

願
寺
派
の
本
願
寺
の
「
木
仏
之
留
」（
千
葉
乗
隆
『
木
仏
之
留
・
御
影
様
之

留
』
本
願
寺
史
料
集
成
、
同
朋
出
版
、
一
九
八
〇
年
）
に
は
、
こ
の
両
年

分
と
、
寛
永
十
八
年
か
ら
寛
文
二
年
ま
で
の
分
が
欠
落
し
て
い
る
。
ま
た

寛
永
十
九
年
の
「
御
影
様
之
留
」
で
は
寛
永
十
九
年
十
二
月
十
七
日
に
多

く
の
寺
が
御
影
寺
号
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
正
寿
寺
の
記
載
は

な
い
。
従
っ
て
「
社
寺
吟
味
帳
」
と
『
武
庫
郡
誌
』
の
年
代
の
違
い
に
つ

い
て
、
本
願
寺
側
の
史
料
で
真
偽
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
「
社
寺
吟
味
帳
」
は
元
禄
五
年
に
当
時
の
住
職
空
照
や
深
江
村

役
人
が
、
尼
崎
藩
の
調
査
に
応
じ
て
、
過
去
八
〇
年
を
回
顧
し
て
歴
代
住

職
を
記
載
し
た
の
だ
か
ら
、
寺
号
を
受
け
た
年
代
な
ど
は
不
確
か
で
も
、

了
順
―
了
喜
―
正
円
と
い
う
住
職
が
実
在
し
、
何
よ
り
も
空
照
が
自
ら
を

四
代
目
と
し
て
い
る
の
で
、
開
基
を
自
称
し
た
と
は
思
え
な
い
。

だ
と
す
れ
ば
後
世
、
ど
こ
か
の
時
点
で
、
了
順
―
了
喜
―
正
円
と
い
う

三
人
の
住
職
は
正
規
の
寺
号
を
受
け
る
前
の
住
職
で
、
四
代
目
の
空
照
を

開
基
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
そ
の
変
更
は
い

つ
行
わ
れ
た
の
か
。

中
古
開
基
と
称
え
ら
れ
た
七
代
恵
音
の
功
績

深
江
村
の
庄
屋
役
を
務
め
た
永
井
家
文
書
（
永
井
喜
代
治
氏
所
蔵
）
に

「
深
江
由
緒
書
」
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
文
中
に
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）

の
記
載
が
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
ま
と
め
ら
れ
た
伝
承
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
史

料
に
「
正
寿
寺
縁
記
」
の
項
目
が
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

又
永
井
山
ハ
深
江
其
昔
永
井
ニ
ア
リ
シ
故
ニ
是
ヲ
用
テ
山
号
ト
ス
、

其
頃
ハ
村
民
老
翁
入
道
シ
テ
替
ル

く
守
護
セ
リ
、
其
後
年
ヲ
経
テ

御
宗
門
繁
栄
シ
テ
草
庵
ヲ
建
立
シ
テ
住
職
代
々
勤
メ
給
フ
、
又
天
明

年
中
再
建
ア
リ
テ
今
ノ
世
ニ
魏
々
タ
リ
、
住
職
追
々
替
リ
七
代
ノ
住
、

釈
恵
音
子
ニ
至
リ
テ
本
堂
再
建
ス
、
又
自
庵
ト
ナ
レ
リ
、
此
ノ
恵
音

子
ハ
中
古
開
基
ニ
シ
テ
其
勤
功
挙
テ
云
ヘ
カ
ラ
ス

す
な
わ
ち
正
寿
寺
が
現
在
地
に
移
転
す
る
前
は
、
村
人
が
出
家
し
て
交

代
で
守
護
し
て
い
た
こ
と
、
天
明
年
間
（
一
七
八
一
―
八
九
）
に
七
代
目

恵
音
が
本
堂
を
再
建
し
、
自
庵
と
し
た
こ
と
、
恵
音
は
中
古
開
基
と
呼
ば

れ
る
功
労
者
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
恵
音
を
七
代
目
と
し
て
い

る
。
正
寿
寺
の
「
歴
代
住
職
忌
日
」
で
は
空
昭
を
開
基
と
し
て
恵
音
を
七

代
目
と
す
る
の
で
、
少
な
く
と
も
「
深
江
由
緒
書
」
が
記
載
さ
れ
た
文
化

写真２　正寿寺暦代住職忌日
空昭が開基、７代恵音は中興開基
６代延寿は在職年数の記載がない
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元
年
ご
ろ
に
は
空
照
を
開
基
と
す
る
由
緒
が
固
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
い
つ
ま
で
遡
れ
る
の
か
。
松
田
直
市
が
執
筆
し
た
「
本
庄
村
史

編
纂　

寺
院
の
分
」
が
残
っ
て
い
る
（
当
館
蔵
）。
こ
の
中
で
松
田
直
市

は
、
天
明
年
間
の
本
堂
再
建
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

其
の
後
七
代
の
住
職
恵
音
の
時
現
在
の
堂
宇
が
建
築
さ
れ
た
。
棟
札

写
に
、

天
下
和
順　

日
月
清
明　

風
雨
以
時　

災
厲
不
起

当
山
七
代
住　

恵
音

棟
梁　

大
和
守
門
生　

大
工　

吉
右
衛
門

釿
初　

安
永
二
巳
年
二
月
十
七
日

棟
上　

天
明
六
午
年
六
月
廿
四
日
終

深
江
正
寿
寺
門
生（
徒
）世
話
人　

上
田
忠
兵
衛

庄
屋　

源
次
郎

新
兵
衛
・
善
八
・
利
右
衛
門
・
平
五
郎
・
惣
左
衛
門
・
六
郎
兵
衛

十
助
・
茂
左
衛
門
・
善
左
衛
門
・
三
右
衛
門
―
と
あ
る
。

「
棟
札
写
に
…
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
松
田
直
市
自
身
が
棟
札
写
を

見
て
い
て
、
棟
札
の
写
に
恵
音
が
自
ら
七
代
目
と
記
載
し
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
棟
札
の
現
物
や
松
田
直
市
の
見
た
棟
札
写

し
は
現
存
し
て
い
な
い
。

な
お
棟
札
写
に
記
載
さ
れ
た
棟
梁
吉
右
衛
門
は
「
大
和
守
門
生
」
と
名

乗
っ
て
い
る
。
大
和
守
と
は
代
々
大
和
守
に
任
じ
ら
れ
た
幕
府
大
工
頭
中

井
家
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
門
生
と
は
門
下
生
を
さ
し
、
中
井
家
で

修
業
を
し
て
い
る
大
工
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
正
寿
寺
が
木
仏
寺
号
を
受
け
正
式
の
寺
院
と
認
め
ら
れ
た
の
は
、

元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）「
社
寺
吟
味
帳
」
の
記
載
で
は
慶
長
年
中
の
住
職

了
順
の
時
代
で
、
開
基
と
さ
れ
る
空
照
は
四
代
目
を
名
乗
っ
て
い
た
。
慶

長
年
中
と
だ
け
記
載
し
て
い
る
の
は
、
年
号
を
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
る

木
仏
は
当
時
す
で
に
伝
来
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
空
照
は
極
め
て

長
期
間
住
職
を
し
た
こ
と
は
明
白
で
、
正
寿
寺
の
基
盤
を
作
っ
た
功
績
は

極
め
て
大
き
い
。

浄
土
真
宗
に
改
宗
後
は
、
村
人
が
集
団
で
惣
道
場
を
守
護
し
、
交
代
で

出
家
し
た
有
力
者
が
草
庵
を
維
持
す
る
時
代
、
本
山
か
ら
正
式
な
寺
と
認

め
ら
れ
住
職
が
補
任
さ
れ
た
後
も
、
寺
の
施
設
は
惣
道
場
と
呼
ば
れ
、
村

が
中
心
に
維
持
を
し
た
時
代
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

寺
の
歴
史
が
大
き
く
動
い
た
の
は
中
古
開
基
と
称
え
ら
れ
る
恵
音
の
時

代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
村
の
惣
道
場
か
ら
、
恵
音
の
自
庵
と
し
て
新

た
な
歴
史
が
編
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
恵
音
の
時
代
に
は
慶
長
年
中
の

木
仏
寺
号
の
記
録
は
な
く
、
初
代
が
了
順
と
い
う
「
社
寺
吟
味
帳
」
の
記

載
が
忘
れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
恵
音
時
代
に
現
存
し
て
い
た
親
鸞
聖
人
の

御
影
を
も
と
に
、
寛
永
十
九
年
寺
号
授
与
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
当
時
の
住
職
空
照
を
開
基
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

正
寿
寺
の
「
歴
代
住
職
忌
日
」
に
は
六
代
延
寿
は
、
忌
日
は
記
入
さ
れ

て
い
る
が
、
ほ
か
の
住
職
の
よ
う
な
在
職
年
数
の
記
載
が
な
い
。
次
の
代

の
恵
音
と
の
間
で
、
記
録
と
記
憶
の
断
絶
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
本
来
な
ら
開
基
を
了
順
に
変
更
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
積
み
重

ね
ら
れ
た
歴
史
も
重
い
。
正
寿
寺
の
開
基
は
空
照
、
了
順
は
開
祖
と
考
え

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。


